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八代市浄水器設置費補助金交付要綱 

平成17年８月１日 告示第104号 

平成21年２月17日 告示第11号  

平成24年６月29日 告示第73号  

 (目的) 

第１条 この告示は、汚染が確認された飲用水を浄化するために浄水器を設置する

者に対し、その費用の一部を予算の範囲内において補助することにより、安全な

飲用水を確保し、もって市民の健康保持の推進に資することを目的とする。 

 (定義) 

第２条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると

ころによる。 

 (1) 指定物質 水道法(昭和32年法律第177号)第４条第２項の規定に基づく水質

基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号。以下「省令」という。)の

表上覧に掲げる事項のうち、補助の対象となるものとして市長が別に定める物

質をいう。 

 (2) 飲用水 日常生活において人の飲用に供される地下水等をいう。 

 (3) 浄水器 指定物質により汚染された飲用水を省令の表下欄に掲げる基準(以

下「水質基準」という。)に適合する水質に浄化することが可能な家庭用浄水

器をいう。 

 (4) 多世帯住宅 一の住宅において生計を別にする世帯が複数居住し、かつ、そ

れぞれの世帯で個別の厨房を有している住宅をいう。 

 (補助対象地域) 

第３条 補助金の交付の対象となる地域(以下「補助対象地域」という。)は、次に

掲げる区域(以下「給水区域等」という。)を除く市内全域とする。ただし、給水

区域等内であっても、水道事業、簡易水道事業又は飲料水供給施設事業による水

道施設その他これらに類する水道施設(以下「上水道等」という。)の配水管が布

設されていない地域は、補助対象地域とみなす。 

 (1) 八代市水道事業の設置等に関する条例(平成17年八代市条例第261号)第２条

第２項に規定する水道事業の給水区域 

 (2) 八代市簡易水道事業給水条例(平成17年八代市条例第265号)第２条に規定す

る簡易水道の給水区域 
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 (3) 八代市飲料水供給施設事業給水条例(平成17年八代市条例第266号)第３条に

規定する飲料水供給施設の供給区域 

 (4)  八代生活環境事務組合給水条例(平成10年八代郡生活環境事務組合条例第４

号)第２条に規定する水道事業の給水区域 

 (補助対象者) 

第４条 補助金の交付を受けることができる者は、補助対象地域内に居住し、一般

家庭において飲用水を使用している個人であり、かつ、住民基本台帳法(昭和42

年法律第81号)の規定により住民基本台帳に記録されている者であって、次に掲げ

る要件を備えているものとする。 

 (1) 飲用水中の指定物質が水質基準を超過していること。 

 (2) 第２条第３号に規定する浄水器を購入し、設置すること。 

 (3) 市税を滞納していないこと。 

２ 前条ただし書の規定により補助金の交付を受ける者については、上水道等の配

水管が布設されたときは遅滞なくこれに接続することを補助金の交付の条件とす

る。 

 (補助金の額) 

第５条 補助金の額は、浄水器の購入及び設置に要した費用の３分の２に相当する

額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)又は20万円

のうち、いずれか低い額とする。 

 (浄水器の補助基数等) 

第６条 補助の対象となる浄水器の基数は、住宅１戸当たり１基を限度とする。た

だし、多世帯住宅等、市長が必要と認めるときは、この限りでない。 

 (交付申請) 

第７条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、浄水器設

置費補助金交付申請書(様式第１号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しな

ければならない。ただし、第２号に掲げる書類については、行政機関が実施した

地下水等調査において指定物質が水質基準を超過していることが確認されている

場合は、提出を要しないものとする。 

 (1) 住民票の写し 

 (2) 飲用水に係る計量証明書(計量法(平成４年法律第51号)第107条の規定によ

り登録を受けた計量証明事業者が交付したもの(以下「水質検査結果書」とい
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う。)に限る。)の写し 

 (3) 業者との浄水器設置等に係る確約書 

 (4) 浄水器の浄水性能を証明できる書類 

 (5) 浄水器の購入及び設置に係る見積書の写し 

 (6) 納税証明書 

 (7) その他市長が必要と認める書類 

 (交付決定) 

第８条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、補助

金の交付の可否を決定し、浄水器設置費補助金交付決定・却下通知書(様式第２号)

により申請者に通知するものとする。 

 (変更承認申請) 

第９条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた申請者(以下「補助決定者」と

いう。)は、交付決定の内容を変更するときは、浄水器設置費補助金変更承認申請

書(様式第３号)を市長に提出し、その承認を得なければならない。 

２ 市長は、前項の規定による変更の承認をしたときは、浄水器設置費補助金変更

承認通知書(様式第４号)により補助決定者に通知するものとする。 

 (実績報告) 

第１０条 補助決定者は、浄水器の設置完了後30日以内又は当該年度の３月31日の

いずれか早い日までに、浄水器設置費補助金実績報告書(様式第５号。以下「実績

報告書」という。)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

ただし、第３号に掲げる水質検査結果書の写しについては、第15条の規定により

指定を受けた取扱業者から浄水器を購入した場合には、提出を要しないものとす

る。 

 (1) 浄水器を設置したことを証する写真 

 (2) 浄水器の購入及び設置に係る領収書の写し 

 (3) 浄水器設置後の水質検査結果書の写し 

 (4) その他市長が必要と認める書類 

 (補助金額の確定) 

第１１条 市長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査し適当と認める

ときは、交付すべき補助金の額を確定し、浄水器設置費補助金確定通知書(様式第

６号)により補助決定者に通知するものとする。 
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 (交付請求) 

第１２条 前条の規定により補助金の確定通知を受けた補助決定者は、浄水器設置

費補助金交付請求書(様式第７号)により補助金の交付を市長に請求しなければな

らない。 

 (補助金の交付) 

第１３条 市長は、前条の規定による請求を適当と認めるときは、速やかに補助金

を交付するものとする。 

 (決定の取消し等) 

第１４条 市長は、補助決定者が偽りその他不正の手段により補助金の交付決定又

は変更承認を受けたと認めるときは、その決定若しくは承認を取り消し、又は既

に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させるものとする。 

 (取扱業者の指定等) 

第１５条 市長は、次に掲げる要件を備えている者を浄水器の取扱業者として指定

するものとする。 

 (1) 補助事業の趣旨を良く理解し、本市に協力できること。 

 (2) 第２条第３号に規定する浄水器を取り扱っていること。この場合において、

浄水器の水質浄化性能の実証実績が少ない場合には、市長が指定する地下水等

でその性能を証明できること。 

 (3) 自らの責任において浄水器を設置し、かつ、アフターサービスをすることが

できること。 

 (4) 法人税及び法人市民税の滞納がないこと。 

２ 取扱業者の指定期間は、市長が定める期間とする。 

３ 取扱業者の指定を受けようとする者は、浄水器取扱業者指定申請書(様式第８

号)に必要な書類を添付して市長に提出しなければならない。 

４ 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、適当と認

めるときは、浄水器取扱業者指定通知書(様式第９号)により通知するものとする。 

 (取扱業者の指定の取消し) 

第１６条 市長は、前条の規定により指定を受けた取扱業者が、次の各号のいずれ

かに該当するときは、その指定を取り消すことができる。 

 (1) 偽りその他不正の手段により取扱業者の指定を受けたとき。 

 (2) 前条第１項に規定する取扱業者の指定の要件に該当しなくなったとき。 
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 (3) その他浄水器の販売等に関して不正な行為があったとき。 

 (その他) 

第１７条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

   附 則 

 (施行期日) 

１ この告示は、平成17年８月１日から施行する。 

 (経過措置) 

２ この告示の施行の日の前日までに、合併前の八代市浄水器設置費補助金交付要

綱(平成16年八代市訓令甲第２号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為

は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。 

   附 則（平成21年２月17日 告示第11号） 

 (施行期日) 

１ この告示は、平成21年２月17日から施行する。 

 (経過措置) 

２ 改正後の八代市浄水器設置費補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以

後に行われた交付の申請に係る補助金の額について適用し、同日前に行われた交

付の申請に係る補助金の額については、なお従前の例による。 

   附 則（平成24年６月29日 告示第73号） 

（施行期日） 

１ この告示は、平成24年７月９日から施行する。 

（経過措置） 

２ この告示の施行の際現に行われている第３条の規定による改正前の八代市浄水

器設置費補助金交付要綱様式第１号による申請は、第３条の規定による改正後の

八代市浄水器設置費補助金交付要綱様式第１号により行われた申請とみなす。 
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様式第１号(第７条関係) 

 

浄水器設置費補助金交付申請書 

 

年  月  日   

（あて先）八代市長 

 

住 所 八代市   町     

氏 名          印  

電話番号             

 

 浄水器設置費補助金の交付を受けたいので、八代市浄水器設置費補助金交付要綱第７条

の規定に基づき、下記のとおり申請します。 

 

記 

 

１ 補助金交付申請額  金           円 

２ 浄水器購入設置費  金           円 

３ 設置場所      八代市     町         

４ 設置予定日         年  月  日 

５ 浄水器の製品名及び機種   製品名               

                型 番               

６ 浄水器取扱業者の名称等   名 称               

                所在地               

７ 添付書類 

 (１) 住民票の写し 

 (２) 水質検査結果書の写し(行政機関が実施した地下水等の調査において指定物質が

水質基準を超過していることが確認されている場合は除く。) 

 (３) 業者との浄水器設置等に係る確約書 

 (４) 浄水器の浄水性能を証明できる書類 

 (５) 浄水器の購入及び設置に係る見積書の写し 

 (６) 納税証明書 

 (７) その他市長が必要と認める書類 
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様式第２号(第８条関係) 

 

浄水器設置費補助金交付決定・却下通知書 

 

八市環保第  号   

年  月  日   

 

 住 所 

 氏 名          様 

 

八代市長          印  

 

     年  月  日付けで申請のあった浄水器設置費補助金の交付について、下記

のとおり(交付決定・却下)しましたので、八代市浄水器設置費補助金交付要綱第８条の規

定に基づき通知します。 

 

記 

 

１ 決定 

 (１) 補助金交付決定額 金           円 

 

 (２) 交付条件 

  ①浄水器の購入及び設置に係る申請内容を変更するときは、浄水器設置費補助金変更

承認申請書(様式第３号)を提出し、市長の承認を受けること。 

  ②偽りその他不正な手段により補助金の交付決定又は変更承認を受けたと認めたとき

は、交付決定又は変更承認を取り消し、補助金の全部又は一部の返還を命じることと

する。 

  ③上水道等の給水区域内に居住する者にあっては、配水管の布設工事が完了した場合

には遅滞なく上水道等に接続すること。 

 

２ 却下 

   理由 
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様式第３号(第９条関係) 

 

浄水器設置費補助金変更承認申請書 

 

年  月  日   

（あて先）八代市長 

 

住 所 八代市   町     

氏 名          印  

電話番号             

 

     年  月  日付け八市環保第  号により交付決定を受けました浄水器設置

費補助金について、交付決定の内容を変更したいので、八代市浄水器設置費補助金交付要

綱第９条の規定に基づき、下記のとおり申請します。 

 

記 

１ 変更内容 

 (１) 補助金額の変更 

      変更前 金           円 

      変更後 金           円 

 (２) 浄水器取扱業者の変更 

      変更前 名 称               

          所在地               

      変更後 名 称               

          所在地               

 (３) 浄水器の機種等の変更 

      変更前 製品名               

          型 番               

      変更後 製品名               

          型 番               

 (４) その他変更事項 

 

２ 変更の理由 

 

３ 添付書類(変更事項のみ提出のこと) 

 (１) 業者との浄水器設置等に係る確約書(業者を変更する場合) 

 (２) 浄水器の浄水性能を証明できる書類 

 (３) 浄水器の購入及び設置に係る見積書の写し 
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様式第４号(第９条関係) 

 

浄水器設置費補助金変更承認通知書 

八市環保第  号   

年  月  日   

 

 住 所 

 氏 名          様 

 

八代市長          印  

 

     年  月  日付けで変更承認申請のあった浄水器設置費補助金について、下

記のとおり承認したので、八代市浄水器設置費補助金交付要綱第９条の規定に基づき通知

します。 

 

記 

 

１ 補助金交付決定額 

        変 更 額  金           円 

 

２ 浄水器取扱業者の名称及び所在地 

        名 称                      

        所 在 地                      

 

３ 浄水器の製品名及び機種 

        製 品 名                      

        型 番                      

 

４ 交付条件 

 (１) この補助金を申請の目的以外に使用しないこと。 

 (２) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定又は変更承認を受けたと認めたと

きは、交付決定又は変更承認を取り消し、補助金の全部又は一部の返還を命じること

とする。 
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様式第５号(第10条関係) 

 

浄水器設置費補助金実績報告書 

 

年  月  日   

（あて先）八代市長 

 

住 所 八代市   町     

氏 名          印  

電話番号             

 

     年  月  日付け八市環保第  号により交付決定を受けました浄水器設置

費補助金について、下記のとおり浄水器を設置しましたので、八代市浄水器設置費補助金

交付要綱第10条の規定に基づき報告します。 

 

記 

 

１ 設置完了年月日       年  月  日 

 

２ 浄水器設置場所   八代市     町          

 

３ 添付書類 

 (１) 浄水器を設置したことを証する写真 

 (２) 浄水器の購入及び設置に係る領収書の写し 

 (３) 浄水器設置後の水質検査結果書の写し(市の指定業者から浄水器を購入した者は

除く。) 

 (４) その他市長が必要と認める書類 
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様式第６号(第11条関係) 

 

浄 水 器 設 置 費 補 助 金 確 定 通 知 書 

 

八市環保第  号   

年  月  日   

 

 住 所 

 氏 名          様 

 

八代市長          印  

 

 

     年  月  日付けで実績報告のあった浄水器設置費補助金について、

下記のとおり補助金の額を確定したので、八代市浄水器設置費補助金交付要綱第11

条の規定に基づき通知します。 

 

記 

 

 補助金交付確定額    金             円 
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様式第７号(第12条関係) 

 

浄水器設置費補助金交付請求書 

 

年  月  日   

（あて先）八代市長 

 

住 所 八代市   町     

氏 名          印  

 

     年  月  日付け八市環保第  号により補助金の額の確定がありました浄

水器設置費補助金について、八代市浄水器設置費補助金交付要綱第12条の規定に基づき、

下記のとおり補助金の交付を請求します。 

 

記 

 

１ 補助金交付請求額    金           円 

 

２ 振込先 

金 融 機 関

名 

        銀行                 本店 

        信用金庫               支店 

        農業協同組合             支所 

預 金 種 別 １ 普通    ２ 当座 

口 座 番 号               (右づめで記入) 

フリガナ   

口 座 名 義

人 

  

(注) 補助金は、振込み払いとしますので、郵便局を除く金融機関の口座名を記入して下

さい。 
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様式第８号(第15条関係) 

 

浄水器取扱業者指定申請書 

年  月  日   

（あて先）八代市長 

 

申請者 

所 材 地             

名 称             

代表者氏名          印  

連 絡 先             

 八代市浄水器設置費補助金交付要綱第15条の規定に基づき、    年度から  年度

までの浄水器取扱業者として指定を受けたく、下記のとおり申請します。 

記 

１ 浄水器の種類 

 (１) メーカー                  

 (２) 製品名                   

 (３) 型 番                   

２ 添付書類 

 (１) 委任状(代理人が申請する場合) 

 (２) 商業登記簿謄本(写可、法人の場合のみ) 

 (３) 代表者身分証明書(写可、個人事業主の場合のみ) 

 (４) 印鑑証明書 

 (５) 財務諸表 

 (６) 納税証明書 

 (７) 代理店証明書 

 (８) 機種仕様書(別紙様式) 

 (９) 機種カタログ、説明書及び価格表(消耗品も含む。) 

 注１ 八代市の物品等入札参加資格者名簿に登録されている業者は、上記(２)から(６)

に係る書類の提出は不要です。ただし、以下に登録している業者番号を記入して下

さい。 

    業者番号(        ) 

  ２ 複数の浄水器を申請される場合、メーカー及び製品名が同一のものについては、

１枚の申請書に型番を列記して下さい。 

  ３ 添付書類のうち、機種仕様書に記載された内容については、公表の対象となりま

すので御承知おき下さい。 
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機 種 仕 様 書 

製品名(製造元) 
  

型 番 
  

設置タイプ 
  

浄化能力 (l／時間) 

タンク容量 (l) 

指定物質に係る除去率及び実績書(注

１) 
別紙のとおり 

保証期間 (年) 

耐用年数(注２) (年) 

浄水器標準価格 (円) 

浄水器設置費用(注３) (円) 

交換部品ごとの標準価格、交換工賃及び

交換頻度(注２) 
別紙のとおり 

交換部品同時交換時の工賃 (円) 

注１ 金額はすべて税込みの金額で記入して下さい。 

２ 除去率については試験成績書等を添付して下さい。 

３ 耐用年数及び交換頻度は、平均的な目安を記入して下さい。 

４ 浄水器設置費用は、標準の分岐栓工事に要する金額を記載して下さい。 
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様式第９号(第15条関係) 

 

浄 水 器 取 扱 業 者 指 定 通 知 書 

 

八市環保第  号  

年  月  日  

 

 所在地 

 名 称 

 代表者名 

 

 

八代市長          印  

 

 

 八代市浄水器設置費補助金交付要綱第15条の規定に基づき、浄水器の取扱業者と

して指定することと決定したので、下記のとおり通知します。 

 

 

記 

 

 

１ 指定機種 

 

  メーカー                      

 

  製 品 名                      

 

  型 番                      

 

２ 指定機種の対象となる指定物質の種類 

 

 

３ 指定期間 

 

 

     年  月  日から     年  月  日まで 


